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1. はじめに 
現在，世界で最も問題となっていることの 1 つに，地球

温暖化問題が挙げられる．そしてその原因となる温室効果

ガスの削減に向け，1997年に京都議定書が採択された．わ

が国も附属書Ⅰ国として参加している．そして，政府は京都

議定書達成計画に基づき，施策と排出削減見込，毎年それ

に対する予算を決定している．しかし，現在のわが国は深

刻な財政難にみまわれている．故に予算を有効に使うこと

は必然であり，本研究はこのような状況で，いかに温暖化

対策にかける国の費用（コスト）を抑えて温室効果ガス排出

量の 6％削減を達成するか，また最適に予算が配分された

ときには現状より何％削減出来ているのかを調べる． 

2. 現状 
わが国は京都議定書の約束期間が満了する2012年度ま

でに，1990 年度（以下基準年）比で 6％の温室効果ガス排

出削減を達成しなければならない．ここでわが国の現在の

状況を確認する．2003 年度の温室効果ガス排出量は 13 億

3900 万 t-CO2であり，基準年から 8.2％の増加となっている

ため，合計で 14.2％もの排出削減を達成しなければならな

いという，極めて厳しい状況である．以下にわが国の温室

効果ガスの排出量の推移を示す． 
 

 

図 1 わが国の温室効果ガスの推移［1］ 

次に，基準年から2002年度までの二酸化炭素の排出量

の変化を，排出主体ごとに分けたものを表 1 に示す． 
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百万t-CO2 百万t-CO2

144 363 36.70%
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表 1 エネルギー起源二酸化炭素排出量の各部門の

変化［2］ 

部門別では，民生と運輸の増加が顕著であることが分か

る．排出増加の主な原因としては，他国の景気拡大，産業

構造の転換，オフィスビル等床面積の増大，パソコンや家

電等の保有台数の増加等を背景としたオフィスや家庭にお

けるエネルギー消費量の増大，旅客需要の増大などが挙

げられるが，2002 年度は年後半の原子力発電の停止とい

った特殊な要因も重なった．しかし，産業部門やエネルギ

ー転換部門は排出減少に成功しており，排出規制への取り

組みが功を奏したものと思われる．故に，今後は産業部門

やエネルギー転換部門からの大幅な削減よりも，いかに民

生，運輸部門の排出量を減らすか，というのが京都議定書

削減目標達成にとって不可欠である． 
そこで，民生，運輸の両部門への排出の寄与度が大きい

存在として「一般家庭」が浮上してくる．一般家庭のエネル

ギー別排出割合を調べてみると，電力とガソリンで半分以

上が占められており，その排出原因は，自家用車と照明，

動力であった． 

3. 研究対象と方法 
ここまでで，一般家庭が今後大幅な削減が期待出来る排出



主体のひとつとして適当であることが分かった．本研究はこ

の一般家庭という対象に焦点を絞って進めていく．そして，

研究目的は，いかに少ない予算で政府が考えた削減目標

を達成出来るのかということにする．削減対象ガスは温室効

果ガスの 9 割以上を占める二酸化炭素とする．日本の財政

は危機的状況であることから，国家予算の温暖化対策への

配分を最適化して，無駄な出費を抑えるという合理化が必

要であると考え，この目的にした． 
方法は，まず，二酸化炭素についての温暖化対策の国

家予算を調べる．年度は 17 年度とする．調べる流れを書く

と，①京都議定書目標達成計画に示される，二酸化炭素削

減に関する国の施策とその施策への予算掌握省庁を調べ

る［3］．そして②各省庁のホームページからその施策の予

算額を調べる．京都議定書目標達成計画には排出削減見

込量も記載されているため，それを該当予算額で除し，単

位円あたりの削減見込量，つまり③費用対効果を求める．

それを表計算ソフトに入力して，予算の最適配分を行う． 

4. 最適配分 
3 で求めた一般家庭に対する施策と予算，排出削減見込

を，施策について大きく 3 つのカテゴリに分け，表 2 に示

す． 

カテゴリ 排出削減見込 現予算 万t-CO2　/　億円
(万t-CO2) （億円）

住宅 6210 8965.93 0.692621959
交通 3890 3681.471 1.056642839
新エネルギー普及 6130 730 8.397260274

表 2 各カテゴリの排出削減見込，予算，そして費用対効果 

 
 本研究は，いかに現行より少ない予算で，現在見積もら

れている二酸化炭素排出削減見込を達成するか，を目指

す．しかし，ある特定のカテゴリだけが大量の排出削減を達

成するのではなく，この 3 つのカテゴリそれぞれがある程度

の削減を達成することが望ましい． 
上のような点に留意し，予算の配分を行う際の，制約条

件について考える．以下に条件を列挙する． 
 各カテゴリに配分される予算額の合計は現行予算より

少ない 
 達成する排出削減見込量は 1 億 6230 万 t-CO2とする 
 新エネルギー普及は高度な技術を伴うため，予算をつ

ぎ込んだだけ排出削減が達成されるとは考えにくいた

め，配分後の排出削減見込は現見込の 1.2 倍以下とす

る 
 交通と住宅カテゴリで排出削減が行われないのでは国

全体で取り組んでいるとは言えない．よって交通と住宅

の配分後の排出削減見込は現見込の 0.9 倍以上とする 

 田舎の交通事情を考えると，交通での現見込からの大

幅な排出削減の達成は厳しいと考えられるため，配分

後の交通の排出削減見込は現見込の 1.4 倍以下とする 

5. 結果 
4の制約条件のもとで最適化を行うと，表3のようになった．

当初削減見込からの変化も表 4 に示す． 

カテゴリ
現予算
（億円）

配分後予算額
（億円）

増減
（億円）

増減率

住宅 8965.93 8122.057854 -843.872 -9.41%
交通 3681.47103 3475.174265 -206.297 -5.60%
新エネルギー普及 730 825.5628803 95.56288 13.09%

計 13377.40103 12422.795 -954.606 -7.14%

表 3 当初予算と配分後予算の比較 

カテゴリ
排出削減見込
（万t-CO2）

配分後排出削減見込
（万t-CO2）

当初見込からの変化
（万t-CO2）

増減率

住宅 6210 5625.515621 -584.484379 -9.412%
交通 3890 3672.018000 -217.982000 -5.604%
新エネルギー普及 6130 6932.466378 802.466378 13.091%

計 16230 16229.999999

表 4 当初削減見込と配分後排出削減見込の比較 

6. 考察 
表 3 によると，条件を満足して最適に予算を配分した場

合，約 955 億円の予算が節約できることが分かった．そして

表 4 からは，それぞれのカテゴリが排出削減見込の制約制

限いっぱいまでは変化させないで，最適配分を達成してい

ることが分かる．やはり一番費用対効果の高い新エネルギ

ー普及カテゴリの予算が増加することとなった． 
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